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第１章 募集の趣旨 

 

１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減だけでなく住民

サービスの向上を図ることを目的とした制度です。 

福岡市総合図書館（以下「総合図書館」という。）の分館である福岡市早良南図書館（以下

「早良南図書館」という。）においても、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項及び福岡市総合図書館条例（平成８年福岡市条例第30号。以下「条例」という。）第18条の

規定に基づき、令和３年11月６日から、指定管理者制度を導入しています。 

早良南図書館の指定管理者の指定にあたっては、広く事業者を募集し、施設の管理・運営業

務について制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。                                                                                                                                       

 

２ 早良南図書館の役割 

（１）図書館としての位置づけ 

総合図書館は、図書館法（昭和25年法律第118号）の規定に基づく図書館として、図書、記

録、逐次刊行物、その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的に、平成８年６月に開館した

施設です。 

福岡市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が所管し、市民の教育、学術及び文化

の発展に寄与する社会教育施設として設置し、図書館サービスを提供しています。 

このうち、早良南図書館は、条例第１条第２項の規定に基づき、総合図書館の分館の一つ

として位置付け、総合図書館や他の分館と相互に連携しながら、図書館サービスの充実を図

っています。令和３年11月６日に開館し、同時期に開館した「ともてらす早良（早良南地域

交流センター）」内に設置されました。早良南図書館は、平成26年６月に策定した「福岡市総

合図書館新ビジョン」（参考資料１－１）の基本理念である「市民がくつろぎ、本や人と楽し

くふれあえる、新たな学び・情報・交流の拠点となる図書館」の実現を目指しています。ま

た、民間ノウハウの活用を図りながら、施設の立地、交通の利便性、施設内の配置を活かし

て、「福岡市総合図書館新ビジョン事業計画及び成果指標」（参考資料１－２）に記載する事

業等をはじめ様々な取り組みを積極的に推進していく役割を担っています。 

総合図書館では令和８年度からを取組期間として、「福岡市総合図書館ビジョン（第２次）」

を検討中です。参考資料１－３「福岡市総合図書館ビジョン（第２次）骨子（案）」において

目指している図書館像である、「誰もが本との楽しい時を過ごせる図書館」、「さまざまな知的

好奇心に応える図書館」、「子どもの豊かな心を育み、支える図書館」の実現に向けた企画提

案を求めます。 

（２）ともてらす早良（早良南地域交流センター）の特徴 

公式ホームページ https://tomoterasusawara.jp をご参照ください。 

 

３ 管理・運営対象施設の概要 

（１）施設名   早良南図書館 

（２）所在地   福岡市早良区四箇田団地９番１号 早良南地域交流センター内 

※早良南地域交流センターの規模 
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地上４階鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造） 

早良南図書館の占有部分は１階の一部分（参考資料２参照） 

（３）延床面積  5,000㎡（うち図書館約665㎡:1階） 

（４）施設内容  閲覧室（一般書架、児童書架）、おはなしのへや、事務室、休憩室等 

（５）開館時間  午前９時から午後８時まで 

ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会が事前に承認し

たうえで、開館時間を変更することができます。 

（６）休館日   ○毎月最終月曜日（その日が休日に当たるときは、その日後において最初

の休日でない日） 

○12月 28日から翌年１月３日まで 

○図書資料等の特別整理期間（１年につき 14 日を超えない範囲内で福岡

市教育長（以下「教育長」という。）が定める期間） 

※なお、指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会が事前に承認し

たうえで、上記の休館日を変更し、または臨時に休館日を供用しない日を

設けることができます。 

（７）附属備品  附属する備品については、「貸与予定備品等一覧」（参考資料３）に記載の

ものを無償で貸与します。 

なお、最終的に貸与する備品の種類や個数については、別途指示します。 
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４ 早良南図書館の利用実績等 

項目 令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 

個人登録者数 

（年度末時点） 

児童・生徒 680 人 1,199 人 1,625 人 

一般 1,628 人 2,993 人 4,081 人 

計 2,308 人 4,192 人 5,706 人 

個人貸出利用者数 32,836 人 83,979 人 88,264 人 

個人貸出冊数 132,609 冊 341,407 冊 358,021 冊 

相談 

事務 

件数 

窓

口 

レファレンス 1,569 件 2,212 件 1,902 件 

利用案内 5,248 件 706 件 2,922 件 

計 6,817 件 2,918 件 4,824 件 

電

話 

レファレンス 335 件 4,297 件 597 件 

利用案内 651 件 1,349 件 1,145 件 

計 986 件 5,646 件 1,742 件 

おはなし会等 

読書行事 

実施回数 8 回 60 回 104 回 

参加人数 441 人 3,920 人 2,785 人 

蔵書冊数 

（年度末時点） 

一般図書 43,192 冊 43,932 冊 44,668 冊 

児童図書 16,510 冊 17,020 冊 17,486 冊 

計 59,702 冊 60,952 冊 62,154 冊 

※ 令和３年度は11月6日～3月末までの統計です。 

※ その他、図書館全体の実績については、図書館要覧（令和６年度）を参照ください。 

  (福岡市総合図書館ホームページで公開しています。) 
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第２章 募集の概要 

 

１ 指定期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで（５年） 

 

２ 募集及び選定の方式 

指定管理者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式により審査を実施し、指定管理者の

候補者を選定します。 

 

３ 主催者及び事務局 

主催者：教育委員会 

事務局：総合図書館図書サービス課 早良南図書館指定管理者募集担当 

所在地：〒814-0001 福岡市早良区百道浜三丁目７番１号  

電 話：092-852-0605 

ＦＡＸ：092-852-0609 

E-mail：library-tosho.BES@city.fukuoka.lg.jp  

  業務時間：総合図書館の開館時間及び休館日に準じます。 

 

４ 選定・評価委員会の設置及び指定管理者候補者の選定 

指定管理者の候補者を選定するため、「福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会

（以下「選定・評価委員会」という。）」を設置し、選定基準（12ページ）に基づいて応募書類

の審査やヒアリング等を実施します。 

選定・評価委員会とは、 

○ 指定管理者の候補者の選定のため、募集要項や選定基準の検討を行います。 

○ 応募者（第４章１（２）参照）から提出される応募書類について、書類審査及びヒアリ 

ングで詳細な内容を把握し、教育委員会が選定するうえで、参考となる意見を述べるなど、 

選定過程において、重要な役割を担う委員会です。 

 ○ 教育委員会は、選定・評価委員会での評価点の合計、高得点をつけた委員の割合、委員 

  の個別意見等を総合的に勘案して、指定管理者の候補者の選定を行います。 

 

５ 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、応募者に対して通知します。共同事業体（第３章１（１）参照）で応募した場

合は、共同事業体の代表団体あてに通知します。 

また、選定結果は、指定管理者候補者を選定した後に、福岡市ホームページ（以下「ホーム

ページ」という。）への掲載等により公表します。 

ホームページには、候補者及び次点（第２順位）の応募者を公表します。 

なお、通知や公表は、令和７年９月下旬以降を予定しています。 

 

６ 選定した指定管理者候補者との協議 

教育委員会は、選定した指定管理者の候補者と細目を協議し、協議成立後、仮協定を締結し

ます。 
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候補者との協議が成立しない場合は、次点の候補者と協議を行います。 

なお、次点としての権利を有している期間は、令和８年３月31日までです。 

また、仮協定の締結は、令和７年11月を予定しています。 

 

７ 指定管理者の指定及び基本協定の締結 

指定管理者の候補者は、福岡市議会の議決を経て指定管理者として指定され、この指定の日

から、先に締結した仮協定が教育委員会との正式な基本協定となります。 

なお、指定管理者の指定は、令和７年12月下旬以降を予定しています。 

 

８ 指定管理者の募集及び選定スケジュール 

  詳細は、第４章以下を参照ください。 

（１）募集要項の配布 

   令和７年６月26日（木）午前10時から同年８月20日（水）午後５時まで 

（２）募集説明会の開催 

   令和７年７月９日（水）午後４時から 

（３）募集要項に関する質問の受付 

   令和７年７月15日（火）から同年７月23日（水）正午まで 

（４）募集要項に関する質問の回答（ホームページに掲載） 

 令和７年７月29日（火）掲載予定 

（５）応募書類の受付 

令和７年７月30日（水）から同年８月20日（水）までの間の午前10時から午後５時まで 

(同年７月31日（木）、８月４日（月）、12日（火）、18日（月）を除く。) 

（６）選定・評価委員会による審査 

   令和７年９月上旬（予定） 

（７）指定管理者候補者の決定及び公表 

令和７年９月下旬以降（予定） 

（８）指定管理者候補者との仮協定の締結 

令和７年11月（予定） 

（９）指定管理者指定議案の提出 

   令和７年12月（予定） 

（10）指定管理者の指定（福岡市議会議決後） 

   令和７年12月下旬以降（予定） 

（11）指定管理者との基本協定締結 

   令和８年２月下旬（予定） 
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第３章 応募資格 

 

１ 指定管理者の応募資格 

（１）応募資格 

福岡市内に事業所を置く法人その他の団体（以下「団体」という。）又は複数の団体によ

り構成される共同事業体（以下「共同事業体」という。）とします。 

なお、個人での応募はできません。 

また、共同事業体で応募する場合は、応募時に共同事業体を結成し、代表団体（他の団体

は構成団体とします。）を定め、共同事業体内の責任分担を明確にしておいてください。 

（２）資格要件 

次のいずれかに該当する団体は、応募者となることができません。また、共同事業体で応

募する場合の代表団体・構成団体となることもできません。 

① 福岡市契約事務規則(昭和36年福岡市規則16号)第２条第１項及び第２項の規定に該当

するもの 

② 団体又はその代表者が、所得税、法人税、消費税、地方消費税及び福岡市税を滞納し

ているもの 

③ 自らの責に帰すべき事由により、５年以内に指定管理者の指定の取消しを受けたもの 

④ 団体又はその代表者が、次のいずれかに該当するもの 

ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること 

イ 暴力団員が実質的に運営していること 

ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用していること 

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、当該暴力団員と商取引に係る契

約を締結していること 

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること 

⑤ 団体又はその代表者が、指定管理者として行う業務に関連する法規に違反する者とし

て関係機関に認定された日から２年を経過していないもの 

⑥ その他指定管理者として社会通念上ふさわしくないもの 

（３）プライバシーマークについて 

   団体又は共同事業体は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（旧財団法人日本情報処

理開発協会）のプライバシーマーク等、個人情報保護管理の第三者認証を得ていることを要

件とします。 

 

２ 留意事項 

（１）接触の禁止 

選定・評価委員会委員、教育委員会教育委員及び職員、福岡市（以下「本市」という。）職

員及び本件関係者に対して、本件応募について、指定管理者候補者の選定に関する接触を禁

じます。 

接触の事実が認められた場合は、失格となることがあります。 

（２）重複応募の禁止 

応募１団体（共同事業体）につき、応募は１件とし、複数の応募はできません。 
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例えば、単独で応募した団体は、共同事業体で応募する場合の代表団体又は構成団体とな

ることはできませんし、共同事業体の代表団体又は構成団体となった場合には、他の共同事

業体の代表団体又は構成団体となることもできません。 

また、形式的には別の団体であっても、経営状況等から実質的に重複しての応募とみなさ

れる場合も、重複応募の禁止に該当します。 

（３）応募内容変更の禁止 

応募に関して提出された書類（以下「応募書類」という。）の内容を変更することはできま

せん。 

ただし、教育委員会からの依頼に基づく変更・追加は、この限りではありません。 

（４）虚偽の記載をした場合の無効 

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（５）応募書類の取扱い 

応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

（６）応募の辞退 

応募書類を提出した後に辞退する際は、別紙１「指定管理者応募関係様式（福岡市早良南

図書館）」のうち「指定管理者指定辞退届（様式１）」を提出してください。 

（７）費用負担 

応募に関して必要となる費用は、団体の負担とします。 

（８）応募書類の追加 

教育委員会が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。 

その取扱等については、応募書類に準じます。 

（９）提出書類の取扱い・著作権 

提案書（原本及びコピー）については、選定されなかった団体のものも含め、公開請求が

あった場合には、本市情報公開条例に基づく非公開情報に係る部分を除き原則公開します。 

団体が作成した応募書類の著作権は、作成した団体に帰属します。提案内容に著作権法違

反があった場合、審査前であれば応募資格は認められず、指定後であれば指定の取り消しと

なる場合があります。他社の提案書を転用する場合などは出典元を提案書に明記するととも

に、出典元の了承が得られているなど著作権等について問題ないことを提案書に記載してく

ださい。 
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第４章 募集手続 

 

１ 指定管理者の募集手続 

（１）募集要項の配布 

   ① 配布期間 

    令和７年６月26日（木）午前10時から同年８月20日（水）午後５時まで 

   ② 配布方法 

ホームページ［指定管理者の募集情報］ 

(https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/s_teisu/shisei/shiteikannrisyabosyuu.html) 

から、上記①の期間中に掲載する所定の応募書類等をダウンロードしてください。 

（２）募集説明会の開催 

募集要項に関する説明会を次のとおり開催しますので、応募を予定される団体（以下「応

募者」という。）は、「募集説明会参加申込書（様式２）」に必要事項を記入のうえ、電子メー

ルで事務局（第２章３を参照。以下同様。）に申し込みください。 

   ① 開催日時：令和７年７月９日（水）午後４時から 

   ② 開催場所：総合図書館３階第２会議室（福岡市早良区百道浜三丁目７番１号） 

   ③ 参加人数：１応募者２名以内 

   ④ 申込期限：令和７年７月４日（金）午後５時まで（必着） 

⑤ 資料：募集要項等一式をホームページからダウンロードのうえ、持参してください。 

（３）募集要項に関する質問の受付 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

① 受付期間：令和７年７月15日（火）から同年７月23日（水）正午まで 

② 受付方法：別紙１「指定管理者応募関係様式（福岡市早良南図書館）」のうち「指定管   

理者公募に関する質問書（様式３）」に記入のうえ、電子メールで事務局へ

提出してください。電子メールの件名には「指定管理者募集要項に関する

質問」と記載してください。 

※質問書を送付された場合は事務局（お問い合わせ先）にお電話いただき、着信を確認 

してください。電話や口頭での質問にはお答えできません。 

（４）募集要項に関する質問の回答 

   質問に対する回答は、上記（１）②に記載しているホームページに掲載します（令和７年

７月 29日（火）予定）。回答内容に、質問を提出した団体名は掲載しません。 

（５）応募書類の受付 

応募書類を次のとおり受け付けます。 

① 受付期間：令和７年７月 30日(水)から同年８月 20日(水)までの間(同年７月 31日（木）、

８月４日（月）、12日(火)、18日(月)を除く。)の午前 10時から午後５時ま

で（正午から午後１時までを除く） 

② 受付方法：事務局に必ず持参してください。 

事故防止のため郵便等での提出は受け付けません。 

また、応募書類に不備がある場合は受け付けません。 

（６）ヒアリング・指定管理者候補者の選定 

応募者に対して、選定・評価委員会によるヒアリング・審査を行い、選定・評価委員会の
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意見を参考にして、指定管理者候補者を教育委員会が選定します。 

詳細は、第５章を参照ください。 

（７）選定結果の通知及び指定管理者候補者の公表 

選定結果の通知は、応募者へ郵送にて行うとともに、上記(1)②に記載しているホームペー

ジに結果を掲載します。 

なお、指定管理者候補者及び次点（第２順位）の応募者は団体名を公表しますが、それ以

外の団体名は公表しません。 

詳細は、第２章５を参照ください。 

（８）指定管理者候補者選定後の流れ 

第２章６から８までを参照ください。 

（９）選定されなかった者のうち、選定結果に不服があり、選定過程に瑕疵があったことを説明

できる者は、選定の結果通知を行った日の翌日から起算して10日（土日・祝日を除く。）以

内に、教育委員会に対して苦情の申立てを行うことができます。ただし、苦情の申立ては、

原則として、指定手続きの執行を妨げるものではありません。 

 

２ 応募書類 

次の書類を提出してください。 

なお、提出書類の規格は、既存のパンフレット等を除きＡ４判タテ、長辺２穴綴じとします。

資料にホチキスやクリップ、インデックスシール等は使用しないでください。 

また、応募書類の様式については、別紙１「指定管理者応募関係様式（福岡市早良南図書館）」

に含まれています。 

（１）指定管理者指定申請書（様式４－１）【１部】 

共同事業体による応募の場合、代表団体及び構成団体が指定申請書を提出するとともに、

「福岡市早良南図書館指定管理者共同事業体協定書（様式４－２）」及び「共同事業体連絡先

一覧（様式４－３）」を提出してください。 

（２）事業者に関する書類【２部（原本１部、コピー１部）】 

  ① 団体の概要（様式５－１） 

  ② 定款、寄附行為、規則その他これらに類する書類（最新のもの） 

  ③ 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び過去２か年の事業報告書 

  ④ 法人にあっては、 

   ア 当該法人の登記事項証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

イ 法人税、消費税、地方消費税及び福岡市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書 

（申請日前１か月以内に交付されたもの） 

 ※ 納税義務がない場合は、「納税にかかる申立書（様式６－１）」を提出してくださ

い。 

ウ 貸借対照表（過去３年分） 

エ 損益計算書（過去３年分） 

※ 付属書類 

・製造原価報告書等の原価の明細・販売費及び一般管理費等の明細 

・その他人件費が含まれる費用があればその明細 

オ 人員表（各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数（パートタイマー、ア
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ルバイト）。なお、非常勤従業員数は、８時間で１人と換算してください。） 

   カ 役員名簿（氏名・フリガナ・生年月日）（様式５－２） 

キ 個人情報保護管理の第三者認証（プライバシーマーク等）を証明する書類 

※ 共同事業体で応募する場合は、それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。 

⑤ その他の団体にあっては、 

ア 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去２か年の収支決算書 

イ 財産目録 

ウ 所得税、消費税、地方消費税及び福岡市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書 

（申請日前１か月以内に交付されたもの） 

※ 納税義務がない場合は、「納税にかかる申立書（様式６－１）」を提出してください。 

エ 人員表（各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数（パートタイマー、ア

ルバイト）。なお、非常勤従業員数は、８時間で１人と換算してください。） 

   オ 役員名簿（氏名・フリガナ・生年月日）（様式５－２） 

   カ 個人情報保護管理の第三者認証（プライバシーマーク等）を証明する書類 

※ 役員名簿により収集した個人情報については、指定管理者からの暴力団排除のため

福岡県警察への照会確認に使用します。 

本市では、市の事務事業からの暴力団排除に向けて全庁を挙げて取り組んでおりま

す。暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に対し、指定管理

者の応募資格から除外する等の措置を行うこととしておりますので、ご協力の程お願

いします。 

（３）暴力団排除に関する誓約書（様式６－２）【１部】 

本市の競争入札有資格者名簿に登載されていない団体の場合のみ提出してください。 

（４）応募資格に関する申立書（様式６－３）【１部】 

（５）中小企業の活性化に係る評価に関する申立書（様式７）【１部】 

（６）提案書に係る書類【15部（原本１部、コピー14部）】 

① 指定管理業務の事業計画書（様式８及び様式８－１～様式８－12） 

② 収支予算書等（様式９－１及び様式９－２） 

③ 提案書の事業内容について実行可能性を審査するうえで参考となる資料（様式は任意。

参考とした事例に関する詳細な情報、他施設での実績に関しての具体的な事務内容や成果

等。） 

事業者の選定にあたっては、匿名（Ａ団体、Ｂ団体…等）で審査を行うこととし、市が指定 

管理者の候補者を決定するまで、選定委員に対して審査した団体名は明らかにしません。提案 

に係る書類は原本のみ事業者名を記載し、コピーには応募団体名（共同事業体名、構成団体名 

を含む。）及びそれが推定されるもの（ロゴ、企業グループ名、ブランド名等）は一切記載しな 

いでください。 

（６）指定管理の実績（施設名、指定期間、指定の取り消しの有無）を記載した書類（様式は任

意。他都市での指定管理の実績も含む。）【１部】 

 (７) 福岡市における競争入札参加停止措置に関する申立書、概要（様式 10－１及び様式 10－２）

【１部】 

 (８) 国または他の地方公共団体における競争入札参加停止措置に関する申立書、概要（様式 11

－１及び様式 11－２）【１部】 
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第５章 審査 

 

１ 審査方法 

指定管理者の選定にあたっては、選定・評価委員会を設置し、選定基準（12ページ）に基づ

いて応募書類の審査やヒアリング等を実施します。 

教育委員会は、選定・評価委員会の意見を参考にして、指定管理者候補者の選定を行います。 

詳細は第２章４を参照ください。 

（１）応募書類の確認（資格審査） 

応募書類については、応募資格を満たしているのかを事務局で確認します。 

資格審査の結果については、電子メールにて通知します。 

（２）審査方法 

資格審査を経過した団体に対して、選定・評価委員会による書類審査及びヒアリングを実

施したうえで、提案された内容を総合的に審査し（非公開）、その結果を教育委員会へ報告し

ます。 

（３）ヒアリングの実施 

開催時期：令和７年９月上旬（予定） 

開催場所：福岡市総合図書館３階 会議室 

開催時期や開催場所、実施方法などの詳細については、資格審査の結果にあわせて、別途

通知します。 

（４）審査結果の通知及び公表 

第４章１（７）を参照ください。 

 

２ 審査基準 

選定・評価委員会での評価点の合計、高得点をつけた委員の割合、委員の個別意見等を総合

的に勘案して、教育委員会が指定管理者の候補者を選定します。選定基準は12ページのとおり

です。 

 

 



○選定基準

様式 配点
番号 (※1)

9-1

9-2

8-7

7
※３

8-12

○地域、教育機関、関係団体等との連携や関わり方につい
て、具体的に提案している。

○管理・運営業務マニュアル等を整備するなど、接客、苦
情処理、利用案内など利用者の視点に立った適切かつ公平
なサービスの提供の方策を講じている。

○サービス向上について、効果の高い提案をしている。

○利用者ニーズを的確に把握し、管理・運営に反映させる
工夫をしている。

○施設の的確な管理・運営と管理・運営水準向上の考え方
及び手法が適切である。

○環境配慮その他福岡市の施策に貢献する取り組みを提案
している。

○管理運営体制を維持できる安定的な経営基盤を有してい
る。

〇実行可能性を有した提案内容になっている。

○福岡市に主たる事業所を有する地場企業であり、かつ中
小企業基本法に定める中小企業であるか。

○利用者サービスや施設の魅力向上のために効果的な、指
定管理者企画事業を提案している。

（審査方法）
       ※１ Ⅰ～Ⅲ、Ⅳ②については、各項目５段階評価（Ａ：非常に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：劣っている、
          Ｅ：非常に劣っている）を基本として、「Ｅ」評価がある場合には、その項目について再協議を行う（再協議の結果、
          一項目でも「Ｅ」評価となった事業者は、総合得点と関係なく最下位とする）。

       ※２ Ⅲ⑦⑧については，募集要項第４章２における応募書類のうち応募者から提出された書類により審査する。

12

65

⑤提案額・経費縮減効果

基準
（条例第19条第３項）

Ⅰ

市民の正当かつ公平
な利用を確保するこ
とができるものであ
ること

①施設の設置目的を踏ま
えた効果的な管理・運営
方針、意欲、目標等

10

○公の施設の管理・運営について理解し、意欲を持ってい
る。

○図書館の設置目的を踏まえたうえで、効果的な管理・運
営方針を提案し、かつ、目標を設定している。

評価の観点

10

Ⅱ

図書館の効用を十分
に発揮させるととも
に、その管理に要す
る経費の縮減が図ら
れるものであること

①利用者に対するサービ
スの質の確保及び向上

8-8

50

②効果的な集客対策 8-9

8-1

③地域や関係団体等との
連携等

8-10

④おはなし会等読書普及
事業の推進

8-11
○読書の普及に寄与するとともに、施設の魅力向上に繋が
る読書普及行事が企画されている。

○集客について、広報や宣伝方法など効果的な対策を講じ
ている。

○施設の利用状況や特性などを踏まえた効果的な対策手法
を提案している。

○管理・運営にあたって、充分な要員配置を行っている。

○施設の管理・運営のための業務の一部委託における指定
管理者としての点検・指導監督方法等、具体的な方策を提
案している。

○必要な研修体制を具体的かつ効果的に講じている。

②施設の管理・運営の考
え方、再委託業務内容

○予算額の積算根拠が適切である。

○経費縮減についての考え方や取組などが適切である。

○業務実施体制など管理責任体制が適切である。

○法令を遵守し業務を実行できる体制を整備している。①管理責任体制及び要員
配置計画

8-4

8-3

④危機管理・安全対策 8-5

⑤個人情報の保護 8-6

○事故災害発生時に対する危機管理体制や、安全対策を
とっている。

○利用者の個人情報保護について、十分な措置を講じてい
る。

③職員の育成計画

※２

⑧実行可能性

15

②指定管理者企画事業

合      計 150

Ⅳその他

①地場中小企業の育成

Ⅲ

図書館の管理をする
ために必要な経済的
基礎及びこれを的確
に遂行するために必
要なその他の能力が

十分であること

⑥環境への配慮等

⑦管理体制を維持できる
安定的な経営基盤

8-2



3 その他

(1) 福岡市の競争入札参加停止措置を受けた団体の停止措置完了後の審査における取り扱い

13

①福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止措置を受け、公告日に競争入札参加停止の
措置期間満了日の翌日を起算日とする競争入札参加停止の措置期間と同期間がかかる者については、10点の
減点を行う。詳細は下図のとおり。

       ※３ Ⅳ①の評価については、下記のとおり５段階評価とする。
　　　　　Ａ：構成団体の全てが地場中小企業
　　　　　Ｂ：構成団体の全てが地場企業かつ構成団体の一部が地場中小企業
　　　　　Ｃ：構成団体の全てが地場企業かつ構成団体の全てが地場中小企業以外　又は、
　　　　　　　構成団体の一部が地場企業かつ構成団体の一部が地場中小企業
　　　　　Ｄ：構成団体の一部が地場企業かつ構成団体のすべてが地場中小企業以外
　　　　　Ｅ：構成団体の全てが地場中小企業以外
　　　　　地場企業とは福岡市に主たる事務所を有している団体を指す。中小企業の定義や対象外の場合等の詳細については、
　　　　　別紙４「中小企業に係る評価について」を参照。

       ※４ 上記配点の合計150点満点中、90点を指定管理者の候補者とするための最低基準とする。最低基準を満たさない場合
　　　　 は再度公募を行うか直営となるかを教育委員会で協議する。

(2) 国または他の地方公共団体の競争入札参加停止措置を受けた団体の審査における取り扱

②国または他の地方公共団体から競争入札参加停止措置を受けた者で、指定管理者募集の公告日から遡って
２年間に、競争入札参加停止の措置期間がかかるものについては、審査の参考とするため、一定の不利益情
報である、国又は他の地方公共団体から受けた競争入札参加停止措置とその後の対応及び再発防止策等につ
いて、選定委員に情報提供する。詳細は下図のとおり。
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(3) 本市の指定管理業務における不適切行為の反映

　令和８年４月１日から遡って５年の間に、指定管理業務における不適切な行為により「業務の停止」「改
善指導（厳重注意）」を受けた事業者については、対象となった不適切事案の内容（対象施設、内容、改善
状況等）について選定委員会に情報を提供し、「施設の管理・運営」を含む項目の中で評価に反映する。
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第６章 管理・運営の基準 

 

１ 管理・運営にあたっての基本的な事項 

早良南図書館を管理・運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うものとします。 

（１）図書館法及び条例に基づき、早良南図書館の設置の目的に沿った管理・運営であること。 

（２）公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこと。 

（３）利用者の意見を管理・運営に反映させること。 

（４）個人情報の保護を徹底すること。 

（５）利用者からの苦情を解決する体制をとること。 

（６）サービスの向上に努めること。 

（７）効率的な運営を行い、管理・運営費の削減に努めること。 

（８）本市や併設・隣接施設、関係機関や地域との連携に努めること。 

（９）ごみの減量、省エネルギー、ＣＯ２削減など環境に配慮した運営を行うこと。 

（10）その他、関係法令等を遵守した管理・運営を行うこと。 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者が行う業務の範囲は、以下に掲げるとおりですが、詳細は「福岡市早良南図書館 

管理・運営仕様書及び業務一覧」（別紙２）を参照してください。 

 

（１）管理・運営に関する業務 

① 分館責任者業務（分館の運営統括、関係機関・団体等との連絡調整等） 

② 庶務業務（委託業務の経理、人事、広報、教育委員会への報告等） 

③ 図書館業務（貸出・返却・予約等基幹的なサービス、蔵書構築の立案及び管理、企画事

業、ボランティア活動支援等市民との協力体制の構築、読み聞かせ等読書普及事業の推進、

など） 

④ 施設管理（館の開閉、安全管理、環境保全、防災対策など） 

 

（２）その他の業務 

① 複写（手数料の徴収や納入を含む） 

② 資料の弁償手続（現金弁償の際の弁償金の徴収や納入を含む） 

③ 指定期間終了時の事務引継ぎ など 

 

（３）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 
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（４）自主事業 

自主事業とは、教育委員会が指定管理業務として求める要求水準とは別に、施設の設置目

的の範囲内で指定管理者の責任において自主的に企画・実施する事業です。 

費用は、指定管理者の負担となりますが、利用者から一定の料金を徴することも可能です。 

なお、実施にあたっては教育委員会の事前承諾が必要となります。 

また、管理・運営業務と自主事業は、以下の相違点がありますので、ご留意ください。 

 管理・運営業務(教育委員会企画事業、 
指定管理者企画事業) 

自主事業 

収支報告 管理・運営業務として  自主事業として 

指定取消 対象 対象外 

責任 教育委員会 指定管理者 

リスク分
担表 

対象 対象外 

市長会保
険 

対象 対象外 

利用権限 施設の管理者として実施 施設の一利用者として実施 

事業実施
に伴う施
設の使用
許可申請 

〇施設使用許可の規定がある場所
を使用 

 →利用許可申請は不要 
〇施設使用許可の規定がない場所
を使用 

 →目的外使用許可は不要 

〇施設使用許可の規定がある場所を使   
 用 
→指定管理者が施設の利用許可
申請又は目的外使用許可申請 

〇施設使用許可の規定がない場所を使
用（目的外使用許可） 
→指定管理者が施設の目的外使用
許可申請 

 

（５）災害への対応 

   災害発生時において、早良南図書館が避難所として指定される可能性があることを了承す 

  るとともに、避難所として指定された場合には、初動対応や避難所運営など積極的に協力す  

  る必要があります。また、指定管理者は災害時のマニュアルや対応できる体制を整備し、災 

害に関する研修や避難訓練を実施するものとします。 

 

（６）損害賠償と賠償責任保険 

施設・設備の保守管理、安全点検、衛生管理、修繕並びにそれに必要な法的手続きは、指

定管理者の責任とします。 

事故・火災等による施設・設備の損傷及び被災者に対する責任は、不可抗力等事案ごとの

原因により判断しますが、第１次責任は指定管理者が有するものとし、被害が最小限となる

よう迅速かつ最善の対応をとるとともに、直ちに教育委員会に報告しなければならないもの

とします。 

本市の公の施設は、市で一括して「全国市長会」市民総合賠償補償保険に加入しており、

管理・運営業務に起因する賠償責任についても保険の対象となりますが、指定管理者の責め

に帰すべき事由により損害が生じた場合は、指定管理者に損害賠償義務が生じることから、

指定管理者は以下と同等以上の要件を満たす賠償責任保険へ加入してください。加入してい

ただく保険の支払限度額等は以下のとおりです。 
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保険契約者：指定管理者 

保険期間：指定管理期間（毎年度更新も可） 

てん補限度額：身体賠償 １名につき１億円、１事故につき 10億円 

財物賠償 １事故につき 2,000万円 

補償する損害：本施設の所有、使用もしくは管理及び施設内での業務遂行に伴う法律上の

損害賠償責任を負担することによって被る損害 

なお、指定管理者は、管理・運営業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、

当該第三者を、業務を行う上で想定される損害を補てんする保険に加入させなければなりま

せん。 

（７）第三者への委託 

指定管理者は、管理・運営業務の全部を包括的に第三者に委託し、又は請け負わせること

はできません。ただし、あらかじめ教育委員会の文書による承認を受けた場合は、業務の一

部について、第三者に委託し、又は請け負わせること（再委託）ができます。また、上記と

同様にあらかじめ教育委員会から承認を受けた場合は再委託先からさらに委託すること

（再々委託）も可能です。再々委託先からさらに委託することはできません。 

個々の業務を委託する場合には、事前に業務名、業務内容、委託先、必要な職能（資格、

技能）、委託理由等を教育委員会に提示して承認を受ける必要があります。 

また、委託先が確定していない場合は、事前に業務名、業務内容、委託予定先、必要な職

能（資格、技能）、委託理由等を教育委員会に提示し、承認を受けるとともに、委託先が確定

し次第速やかに報告してください。ただし、「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく

競争入札参加停止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 

 

３ 管理・運営の基準 

（１）開館時間 

午前９時から午後８時まで 

ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会が事前に承認したうえで、開

館時間を変更することができます。 

（２）休館日 

○ 毎月最終月曜日（その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でな

い日） 

○ 12月 28日から翌年１月３日まで 

○ 図書資料等の特別整理期間（１年につき 14 日を超えない範囲内で教育長が定める期

間） 

※ なお、指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会が事前に承認したうえで、上

記の休館日を変更し、又は臨時に休館日を供用しない日を設けることができます。 

（３）利用料金 

無料です。 

ただし、複写については、手数料を徴収します。 

また、資料の現金による弁償の際は、弁償金を徴収します。 

（４）利用者の範囲や制限 

条例及び同条例施行規則に基づきます。 
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（５）個人情報の取扱い 

指定管理者は、管理を通じて取得した個人に関する情報（以下「個人情報」という。）を漏

らさないようにするとともに、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければ

なりません。また、指定期間を経過した後も同様とします。 

 

４ 教育委員会と指定管理者のリスク分担 

リスク分担表（別紙３）のとおりです。 

ただし、別紙３で定める事項で疑義がある場合又は別紙３に定めのないリスクが生じた場合

は、教育委員会と指定管理者が協議のうえ、リスク分担を決定するものとします。 
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第７章 経理 

 

１ 管理・運営に関し教育委員会が負担する指定管理料の上限額 

令和８年度   61,222,000  円（消費税及び地方消費税を含む） 

上記金額については、税制の変更及び福岡市議会の議決により変動する場合があります。 

また、令和９年度以降、各年度の指定管理料の金額については、指定管理者から応募時に提

案された金額をもとに、毎年度、実施協定を締結する中で、教育委員会と指定管理者の協議に

よって決定します。 

 

２ 指定管理料について 

（１）指定管理料に含まれるもの 

指定管理料については、管理・運営業務の執行に係る次の経費が含まれるものとして、そ

の金額を支払います。なお、原則、余剰金が生じた場合でも返納は不要です。 

① 人件費 

② 事務費 

③ 管理費（保守管理費，借損料，消耗品費等） 

④ 事業費等 

（２）指定管理料の支払い 

指定する会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに、指定管理者の請求に基づき

支払います。 

なお、支払金額、支払時期等、具体的な支払方法は、実施協定で定めます。 

（３）指定管理料以外の収入 

早良南図書館の利用料は無料ですが、収入が見込まれるものがあれば提案してください。 

（４）精算 

指定管理料については、原則として精算は行いません。 

（５）管理口座 

指定管理料の出納は、団体自体の口座とは別の指定管理者専用の口座を開設し管理してく

ださい。 

（６）その他 

① 経理事務 

経費の取扱いについては、経理規程等を作成し、経理事務を行ってください。 

また、管理・運営業務の執行に係る経理については、団体の他の業務に係るものと区別

して明確にしてください。 

  ② 複写手数料等 

利用者が負担する複写手数料や、資料の現金による弁償の際の弁償金は、本市の歳入に

なります。 

  ③ 備品 

施設の管理・運営に必要な教育委員会所有の備品は無償で貸与します。 

貸与する備品の他に指定管理者で施設の運営に必要と思われる備品が発生した場合は、

教育委員会と指定管理者との事前協議のうえ、貸与の可否を決定します。 

なお、備品とは購入価格が概ね５万円以上かつ耐用年数が２年以上のものをいいます。 
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  ④ 修繕 

指定管理者で施設の運営に必要と思われる修繕が発生した場合は、修繕に要すると思わ

れる金額の多少に関わらず、教育委員会との事前協議のうえ、修繕の可否を決定します。 
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第８章 協定 

 

１ 基本的な考え方 

選定・評価委員会の審査を経て選定された指定管理者候補者との協議を踏まえ、教育委員会

と仮協定を締結します。 

福岡市議会の議決後に候補者を指定管理者として指定するとともに、教育委員会は、指定期

間開始までに、先に締結した仮協定を基本に指定管理者との間で正式な基本協定を締結します。 

 

２ 基本協定の内容 

（１）総則的事項 

① 管理・運営業務の基本的項目（指定の期間，施設の概要等） 

② 収入及び経費の考え方 

③ 実施協定の締結 

④ 許認可に関する事項 

⑤ 現状の変更、維持及び修繕 

⑥ リスク分担、損害賠償及び保険の付保 など 

（２）管理・運営業務に関する事項 

① 公正かつ透明な手続 

② 指定管理者の責務 

③ 管理・運営業務の範囲及び基準 

④ 備品等の管理・使用 

⑤ 施設使用の考え方 

⑥ 地位の譲渡等の禁止 

⑦ 再委託の禁止 

⑧ 報告義務 

⑨ 事業報告書等の提出 

⑩ 報告聴取等 

⑪ 事業計画書の提出 

⑫ 文書の管理・保存、情報公開 

⑬ 自主事業 など 

（３）指定管理料に関する事項 

① 指定管理料 

② 指定管理料の支払い 

③ 経理の明確化 など 

（４）モニタリングの実施 

  ① 実施状況の点検、改善指示及び指導 

  ② 自己評価 

③ 評価、評価結果の通知及び公表 など 

（５）指定期間の終了 

① 原状回復義務等 

② 業務の引継等 
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③ 指定の取消し等 

④ 損害賠償及び違約金 

⑤ 指定管理料の返還 など 

（６）その他 

① 指定期間の変更 

② 公租公課の負担 

③ 秘密保持及び個人情報の取扱い 

④ 暴力団排除に関すること 

⑤ 不可抗力 

⑥ 災害発生時 

⑦ 規定外の事項、協定の変更 

⑧ 裁判管轄 など 

 

３ 実施協定の内容 

基本協定に基づき、毎年度、教育委員会が指定管理者に支出する指定管理料に関する次に掲

げる事項等について、実施協定を締結します。 

○ 管理・運営業務の基本的項目（期間、管理・運営業務の範囲及び基準） 

○ 本会計年度の事業計画 

○ 指定管理料に関する事項（金額、支払、精算等） 

なお、実施協定の締結にあたり、教育委員会と指定管理者とで十分協議のうえ、毎年度２月

末までに事業計画書を教育委員会に提出してください。 

また、事業計画書は実施協定書の添付書類とします。 
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第９章 モニタリング 

１ モニタリング及び実績評価 

教育委員会は、指定期間中にモニタリングを実施します。 

モニタリングとは、指定管理者による公の施設の管理・運営に関し、法令、条例等のほか、

協定書、仕様書等に基づき管理・運営業務を指定管理者が適切に実施しているかどうか、指定

管理者によって提供されるサービスの水準が教育委員会の要求を満たしているかどうか等につ

いて、管理・運営業務等の実施状況を①点検（各種報告書、実地調査、利用者アンケート等の

確認）し、②評価（指定管理者による自己評価、教育委員会による評価、選定・評価委員会に

よる評価）を行うことです。 

（１）事業報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、地方自治法第 244 条の２第７項の規定に基づく事業報告書

のほか、月次報告書、指定管理者自己評価シート（利用者アンケート結果を含む）を作成し、

教育委員会に提出いただきます。 

なお、事業報告書の書式や記載項目等については、協定等において定めます。 

（２）指定管理者に対する調査・指示 

教育委員会は、地方自治法第 244条の２第 10項の規定に基づき、指定管理者の管理する公

の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に

関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行います。 

（３）モニタリングの実施 

教育委員会は、指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認するため、モニタリングを行い

ます。なお、実施時期や項目については、協定等において定めます。 

（４）業務の基準を満たしていない場合の措置 

モニタリングの結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、教育委

員会は、指定管理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正指示を行い、それでも改善が

見られない場合は、指定を取り消すことがあります。 

（５）インセンティブ・ペナルティ 

次期指定管理者選定の評価において、指定期間中のモニタリングの評価結果を反映（加点

又は減点）するインセンティブ・ペナルティ制度を導入します。 

  ① モニタリング評価の対象となる指定期間 

    令和８年４月１日から令和 12年３月 31日まで 

  ② モニタリング評価の基準 

    各年度、指定管理者選定・評価委員会の評価結果をもとに一定の加減点を行い、合計点 

    を評点に反映します。 

  ③ 評価基準表 

評価結果 配点/年 

特に優れていると認められる（80点以上） １点 

優れていると認められる（70点以上 80点未満） 0.5点 

適正であると認められる（60点以上 70点未満） ０点 

努力が必要であると認められる（50点以上 60点未満） ▲0.5点 

かなりの努力が必要であると認められる（50点未満） ▲１点 
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第10章 その他 

 

１ 関連法令の遵守 

業務を遂行するうえで関連する法令、条例、規則等の規定を遵守する必要があります。 

図書館法、条例及び同条例施行規則のほか、特に以下のことに留意してください。 

（１）地方自治法 

① 第 244条第２項 

正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではなりません。 

② 第 244条第３項 

住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません。 

（２）個人情報の保護に関する法律・個人情報の保護に関する法律施行条例 

施設の管理の実施にあたり、当該管理の実施に必要な範囲を超えて、個人情報（個人情報

の保護に関する法律第２条に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を収集し、又は使用して

はなりません。 

指定管理者において管理に関する業務に従事する者（従事していた者を含む。）は、施設の

管理に関して知ることができた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはなりません。 

（３）福岡市暴力団排除条例 

警察からの情報提供に基づき、施設の利用が「暴力団の利益となる利用」と認めるときは、

利用の承認又は許可を拒み、既にした利用の承認又は許可を取り消すなど、施設の利用を制

限する処分を行わなければなりません。 

そのため、日頃から警察と連携を図るほか、それぞれの施設の規模や機能等を踏まえ、次

に掲げるような事項について取り組む必要があります。 

① 暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者の設置 

② 利用者への周知 

③ 事務所内における暴力団対処マニュアルの策定と職員への周知 など 

（４）その他 

① 管理・運営業務を行うに当たっては、地球温暖化防止対策及び環境に配慮した取組み

の推進に努めてください。 

② 管理・運営業務を行うに当たり、第三者への委託、物品の調達等を行う場合は、福岡

市内の企業等の積極的な活用に努めてください。 

③ 第三者への委託、物品の調達に係る支払いは、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律（昭和 24年法律第 256号）第６条に準拠するよう努めてください。 

 

２ 監査 

指定管理者は、施設の設置者である教育委員会の事務を監査するのに必要な範囲で、調査の

対象となり、帳簿書類その他の記録を提出しなければなりません。 

また、福岡市議会から監査委員又は個別外部監査人に対し、教育委員会の事務に関する監査

の求めがあった場合（地方自治法第 98条）においても、教育委員会の事務を監査するのに必要

な範囲で、指定管理者は出頭を求められ、調査の対象となり、帳簿書類その他の記録を提出し

なければなりません。 
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３ その他 

（１）公表・公開について 

   選定の過程や選定結果、指定管理者のモニタリングにおける評価については、ホームペー

ジにて公表します。 

また、提出書類について、福岡市情報公開条例（昭和63年福岡市条例第３号）に基づく公

開請求があった場合、同条例第７条に掲げる非公開情報を除いて、全て公開します。同条例

第７条に掲げる非公開情報とは、個人情報、公にすることにより、権利利益、競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるもの、などをいいます。 

 

（２）業務引継について（現指定管理者から今回公募において選定される指定管理者への引継） 

    引継業務の内容については、概ね次のとおりです。 

  ① 従前の指定管理者からの管理・運営業務（文書や備品に関することも含む）の引継 

  ② 事業計画書作成業務 など 

    ※引継期間は指定管理者の指定後から令和８年３月31日の間です。 

    ※引継時は職員が立ち会います。 

    ※引継にかかる費用は原則、現指定管理者の負担ですが、引継にかかる新指定管理者側 

     の人件費は、新指定管理者に負担していただきます。 

 

（３）事業の継続が困難となった場合の措置 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、教育委員

会は指定の取消をすることができるものとします。 

その場合は、教育委員会に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

なお、取消を受けた指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、早良南図書館 

   の業務を遂行できるよう、引継を行うものとします。 

② 当事者の責めに帰すことのできない事由による場合 

不可抗力等、教育委員会及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、

業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面で通知することにより、

協定を解除できるものとします。 

なお、協定が解除された指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、早良南図

書館の業務を遂行できるよう、引継を行うものとします。 

  ③ 指定管理者の指定取消後の対応 

指定管理者の指定取消後、第２順位の応募者と協定締結について順次協議を行うことが

あります。 

 

（４）その他 

協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合は、教育委員

会と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 
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問い合わせ先（事務局） 

福岡市教育委員会総合図書館図書サービス課 早良南図書館指定管理者募集担当 

〒814-0001 

福岡市早良区百道浜三丁目７番１号 

電話：092-852-0605 Fax:092-852-0609 

E-mail：Library-tosho.BES@city.fukuoka.lg.jp  

※ 業務時間は、総合図書館の開館時間及び開館日に準じます。 
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